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１. 地域公共交通の現状と課題



地域公共交通の現状と課題

地域公共交通サービスの衰退モータリゼーションの進展と輸送人員の減少

・ 一般路線バスについては、2010年度から2015年度までの6年間に
約7,509 ㎞の路線が完全に廃止。

鉄軌道については、2000年度から2015年度までの15 年間に
37 路線・約754 ㎞が廃止。

空白地面積 空白地人口

バス 500m圏外
鉄道 1km圏外

36,477 km2

（我が国の可住地
面積の約30%）

7,351千人
（我が国の人口の

5.8%）

• 公共交通空白地域の存在

• モータリゼーションが著しく進展

• 一般路線バス事業者の6割以上、地域鉄道事業者の7割以上の経常
収支が赤字

一般路線バス事業者 地域鉄道事業者

（出典）平成23年度国土交通省調査による

• 輸送人員は大幅に減少

1990年 2000年 2010年 2016年

乗合バス事業 65億人 48億人 42億人
42億人

（90年に比べ35％減）

地域鉄道 5.1億人 4.3億人 3.8億人
4.1億人

（90年に比べ20％減）

（出典）自動車輸送統計年報、鉄道統計年報及び国土交通省調査

 モータリゼーションの進展により、地域公共交通の位置付けが相対的に低下。

 交通事業者の不採算路線からの撤退による地域公共交通ネットワークの減少や運行回数などのサービス水準の大幅
な低下が進行するとともに、地域交通を担う民間事業者の経営悪化が進行。

今後の急激な人口減少の下で地域公共交通をめぐる環境はますます厳しいものとなることが想定される。

（2016年度）

（保有車両３０両以上の事業者（2015年度） ）

※乗用車保有台数は各年3月末時点、乗合バス（輸送人員）は各年度の数値
出典：「自動車輸送統計年報」「自動車検査登録情報協会公表資料」より国土交通省作成

（万台） （百万人）

（出典）国土交通省調べ
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改正地域公共交通活性化再生法（平成26年5月成立）の概要

関係者相互間の連携と
協働の促進 等

日常生活等に必要不可欠な
交通手段の確保等

まちづくりの観点からの
交通施策の促進

交通政策基本法（平成25年12月4日公布・施行）の具体化

地域住民の通勤・通学・買物・通院といった、日常生活を営む上での交通圏を
踏まえて公共交通ネットワークを再構築する。（Ａ市・Ｂ町・Ｃ村全体で取り組む）

拠点間や拠点と居住をネットワークで結び、移動の利便性を向上させる。
それぞれの路線の役割を明確化し、運行の効率化を図る。

地域公共交通ネットワーク再構築のイメージ

Ａ市

C村

小さな
拠点

Ｂ町

商業
施設

Ａ市

C村

小さな
拠点

Ｂ町

商業
施設

※このほか、軌道やバス、船舶の高度化に向けた
具体的な事業もあり。

改正地域公共交通活性化再生法の基本スキーム

地域公共交通を網羅的に見直し、コンパクトシティの

実現に向けたまちづくりとの連携しつつ

地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの方

向性を検討。

地域公共交通網形成計画
＝地域公共交通に関するマスタープラン

事業者と協議の上、
地方公共団体が関係者と
協議会を開催し策定

⇒国土交通大臣の認定を受けたものについては、
重点的な支援

具体的な取組に向けた計画の作成

国土交通大臣が認定し、計画の実現を後押し

地域公共交通再編実施計画
＝地域公共交通を再編するために、

具体的に行う取組

地方公共団体が事業者
等の同意の下に策定

公共交通の利便性・効率性の向上を図り、持続可能な移動環境を形成

①地方公共団体（都道府県、市町村）が中心とな
り、
②まちづくりなど関連施策と連携し、
③面的な公共交通ネットワーク を再構築

ポイント

本格的な人口減少社会における地域社会の活力の維持・向上

目標
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地域公共交通ネットワークの形成 （埼玉県東秩父村）

○和紙の里を拠点に、統一的にバス路線を見直すことで、長大な運行距離の縮減を図りながら持続可能な公共交通
ネットワークの再構築を目指す。また、和紙の里の活性化と両輪で公共交通を充実させることで、住民・来訪者のお
でかけに資する公共交通ネットワークを形成する。

○村のまちづくりと協調した地域公共交通体系の確立

小さな拠点である和紙の里の活性化策とあわせて、
おでかけの促進を図る。

○和紙の里をハブとした交通ネットワークの再構築

和紙の里を拠点にバス路線を再構築することで、
長大な運行ルートであった系統などを廃止すると
ともに、利用実態に応じた運行回数の適正化を
行うことで、効率的な運行を目指すこととしている。

※道路から離れた集落に居住する住民に対しては、
デマンド交通の導入を検討。
（網形成計画の事業）

系統の編成を見直し
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公共交通がもたらす効果（医療費削減）

〈おでかけ定期券〉 （富山県富山市）

交通事業者と連携し、65歳以上の高齢者を対象に市内各地から中心市街地へ出かける際に
公共交通利用料金を往復とも1回100円とする割引制度を実施。

＜利用実績＞

高齢者の 約２４％がおでかけ定期券を所有し、
１日平均２，８２１人が利用

＜効果＞
おでかけ定期券を
・「利用した日」の平均歩数：８，４４０歩/日
・「利用しなかった日」の平均歩数：６，６４６歩/日

年間約１億１２００万円の医療費削減
につながる（富山市試算）

※利用者負担：１枚１,０００円
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公共交通がもたらす効果（中心市街地活性化）

7

富山市の利用者アンケートによると、市内環状線を利用
して中心市街地に来た人は、自動車利用者に比べて、
• 中心市街地での平均滞在時間が長い。
• 休日の平均消費金額が多い。
• ２店舗以上に立ち寄る人の割合が高い。

市内居住者へのアンケートで
は、中心部での日常の日常
の買い物や、イベント参加が
増えたと増えた人がほぼ半
数。



■ホームヘルパーの１人当たりの
サービス提供量が

４割増加

■中心市街地の消費額を

３０億円増加

■必要となる医療費を

１０億円削減

マイカー利用者と公共交通利用者の消費行動比較
（出典：富山市資料）

人口30万都市
だと年間で…

（回／日）

訪問介護事業所
サービス利用者宅

1.4倍

（出典：富山市資料を基に国土交通省作成） （出典：筑波大学久野教授資料）

ホームヘルパーの
人手不足を緩和

○経済活動の装置である都市のコンパクト化、密度アップ、公共交通の利便性向上により、訪問介護の移動時間
激減や中心市街地での消費額増加を実現するなど、サービス産業の生産性を大幅に向上させる。

○その際、高齢者、子育て世帯等の行動をビッグデータで解析、ユーザー目線も備えたプランニング手法に一新
し、施設の最適立地を実現する。

モデル都市の形成・横展開

スマート・プランニングの推進

○運動する人は、運動しない人より年間10万円
も医療費が低い

○高齢者人口密度とホーム
ヘルパーの派遣可能回数

○訪問介護の移動の効率化（イメージ）

注：数値はいずれも一定の仮定を置いて試算したもの。

○公共交通利用者は、まちなかでの滞在時間
が長く、消費が多い

コンパクト・プラス・ネットワークの効果

一定密度の集約型市街地に
～サービス産業の生産性向上～

公共交通を利用しやすいまちに
～中心市街地の再興に～

高齢者一人ひとりが元気に
～地方財政の健全化へ～

コンパクト化による生産性向上に向けた取組事例を関係省庁が連携して重点的にコンサルティングし、類型化・横展開

人の属性ごとの行動データを基に、利用者利便の向上と生産性の最大化を同時に実現する施設の最適立地を可能に

（※富山市モデルをもとに試算）
（※富山市モデルをもとに試算） （※見附市モデルをもとに試算）
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２. 自家用有償旅客運送



自家用有償旅客運送制度（平成１８年創設）

○ 過疎地域での輸送や福祉輸送といった、地域住民の生活維持に必要な輸送について、それら

がバス・タクシー事業によっては提供されない場合に、例外的に市町村やＮＰＯ法人等が自家用車

を用いて有償で運送できることとする制度。

○ 平成２７年４月より、事務権限（登録、指導・監督）の市町村長等への移譲（手挙げ方式）を開始。

①運行管理体制、運転者、整備管理体制、事故発生時の連絡体制等、必要な安全体制を確保して

いること。

②バス、タクシーによることが困難であり、かつ、地域住民の生活に必要な輸送を確保するため必

要であることにつき、地域の関係者（地方運輸局又は運輸支局、地域住民、ＮＰＯ等、バス・タク

シー事業者及びその組織する団体、運転者の組織する労働組合）が合意していること。

２年（重大事故を起こしていない場合等は３年）

上記①について、必要に応じ、監査等を実施。さらに是正命令や登録取消等の処分を実施。

【登録要件】

【有効期間】

【指導・監督】

（参考）上記のほか、市町村運営有償運送（福祉）（１１８団体）及び福祉有償運送（２４６５団体）がある。

市町村が実施する場合

NPO等が実施する場合

市町村運営有償運送（交通空白）

公共交通空白地有償運送

４４２団体

１０６団体

概
要

種
別

登
録
等
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自家用有償旅客運送の団体数・車両数

交通空白輸送 福祉輸送

団体数 車両数 団体数 車両数

市町
村

ＮＰＯ等 合計 市町
村

ＮＰＯ等 合計 市町村 ＮＰＯ等 合計 市町
村

ＮＰＯ等 合計

H18.9 552 40 592 1673 355 2028 294 2136 2430 757 12671 13428

H19.3 564 44 608 1752 383 2135 286 2266 2552 761 13190 13951

H20.3 469 57 526 1875 386 2261 227 2320 2547 676 13605 14281

H21.3 412 57 469 2059 438 2497 156 2327 2483 476 14035 14511

H22.3 430 66 496 2275 464 2739 135 2333 2468 468 14377 14845

H23.3 432 74 506 2397 505 2884 134 2344 2478 470 14440 14910

H24.3 423 77 500 2457 529 2986 121 2338 2459 439 14635 15074

H25.3 429 82 511 2513 551 3064 120 2405 2525 426 15225 15651

H26.3 426 88 514 2542 574 3026 122 2400 2522 442 15031 15473

H27.3 424 95 519 2581 633 3214 118 2432 2550 393 15373 15766

H28.3 433 99 532 2673 587 3260 117 2458 2575 395 15871 16266

H29.3 442 106 548 2719 603 3322 118 2465 2583 386 15481 15867
11



タクシー事業と自家用有償旅客運送との比較

タクシー事業 自家用有償旅客運送

事業内容  事業用自動車による旅客の運送
（許可制）

 自家用自動車による旅客の運送
（登録制）

車両要件  車検期間は１年
 一定数以上の車両の確保

 車検期間は２年（初年度は３年）

運転者要件  第二種運転免許の保有
 車両数に見合った数の運転者の確保

 第二種運転免許の保有又は大臣認定
講習の受講等

事業者要件  運行管理者（国家資格）の選任
 整備管理者（国家資格等）の選任
 業務執行役員の法令試験の合格

 運行管理の責任者の選任
 整備管理の責任者の選任

その他  主体は民間企業  主体は市町村又は非営利団体（NPO
等）

 以下について、地域の関係者が合意
・運送事業者による輸送の困難性
・地域住民の輸送手段の必要性
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道路運送法のＨ２７．４改正の概要

過疎地域の移動手段、介護等福祉を支える輸送といった地域住民の生活維持に必要な自家用有償

旅客運送に関する事務・権限については、地域で判断できる裁量を拡大するため、希望する市町村又

は希望する都道府県に移譲する。

新規登録・更新登録・変更登録等 （道路運送法第７９条・第７９条の６・第７９条の７）

報告徴収、監査等 （道路運送法第９４条）

輸送の安全又は旅客の利便の確保のための是正措置命令 （道路運送法第７９条の９第２項）

事故報告に係る届出の受理 （道路運送法第７９条の１０）

業務の廃止に係る届出の受理 （道路運送法第７９条の１１）

業務の停止命令及び登録の取消 （道路運送法第７９条の１２）

有効期間の満了、業務の廃止届出又は登録の取消による登録の抹消 （道路運送法第７９条の１３）

事務・権限移譲の考え方（道路運送法第88条）

具体的な事務・権限の内容（道路運送法施行令第4条）

※地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（第４次一括法）（平成26年6月4日公布）により改正

※平成２９年４月１日現在、事務・権限の移譲先として１９自治体（８県、１１市区町村）を指定済み。
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自家用有償旅客運送制度の見直し（H27.4省令改正）

➁旅客の範囲の拡大

従来は、旅客の対象を地域住民又は実施
主体が作成する旅客の名簿に記載された者
に限定していたところ。⇒地域の交通が著しく
不便であることその他交通手段を確保するこ
とが必要な事情があることを市町村長が認め
た場合には、地域外からの来訪者等も運送
できることとします。

①実施主体の弾力化

従来は、実施主体については法人格のある
非営利団体に限定していたところ。⇒営利を
目的としない自治会、青年団、観光関係の協
議会などの「権利能力なき社団」についても実
施主体として認めることとします。

※その他、「過疎地有償運送」の名称について、都市部等においても当該運送を必要とする地域がある実態を踏まえ、「公共交通空白地有償運送」に改める。

地域内における
生活支援ボランティア

地域の学生

地域の勤務者

地域の住民

新たに対象となる旅客

地域外からの来訪者

従来の旅客の範囲

※地域の交通が著しく不便であるこ
とその他交通手段を確保することが
必要な事情があることを市町村長が
認めた場合に限る

・ＮＰＯ

・市町村

・社会福祉法人
等

従来の実施主体 新たに実施主体とし
て認められる団体

・自治会、青年団などの
「権利能力なき社団」
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３. 地方鉄道の現状と課題
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101年～110年

91年～100年
81年～90年
71年～80年
61年～70年
51年～60年
41年～50年
31年～40年
21年～30年
11年～20年

1年～10年
不明

トンネルの経過年数別施設数

経常収支
平成 28 年度（鉄軌道事業）

施設の現状車齢

老朽化が進み安全設備更新の資金負担が事業継続のネック。

また、安全性向上・バリアフリーなど新たなニーズへの対応が困難。

※鉄道局調べ（平成２８年度末実績） 地域鉄道事業者（９６社）

輸送人員の推移 鉄軌道部門社員数の推移
（単位：人）

出典：鉄道統計年報及び鉄道局調べによる

内燃車の耐用年数 11年
電車の耐用年数 13年

年度

社
員
数

年度

（単位：千万人）

出典：鉄道統計年報及び鉄道局調べによる
※昭和６３年度以降に開業した事業者を除く７０社※昭和６３年度以降に開業した事業者を除く７０社

輸
送
人
員

トンネルの耐用年数

（60年）超 約３２％
橋りょうの耐用年数

（40年）超 約７４％

数量数量

トンネル・橋りょうの経過年数別施設数

地域鉄道の現状

※鉄道局調べ（平成２８年度末実績） 地域鉄道事業者（９６社）
※割合は不明分を除く
※ トンネル・橋りょうの耐用年数は、材質によって異なる場合がある。

25事業者

71事業者

黒字 ２６％

赤字 ７４％
※鉄道局調べ（平成２８年度末実績）

地域鉄道事業者（９６社）

30

35

40

45

50

55

62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

昭和６２年度から約１３％減少

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

昭和６２年度から約２７％減少

1～10年

303両

11% 11～20年
471両

17%
21～30年

585両

21%

31年以上
1,446両

51%
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地域鉄道事業者一覧 ９６社 【H29.4.1現在】

運輸局 事業者名
営業
キロ

北海道
運輸局

●道南いさりび鉄道 37.8

東
北
運
輸
局

(11社)

●青い森鉄道 121.9 

●三陸鉄道 107.6 

●秋田内陸縦貫鉄道 94.2 

●IGRいわて銀河鉄道 82.0 

●会津鉄道 57.4 

●阿武隈急行 54.9 

弘南鉄道 30.7 

●山形鉄道 30.5 

●由利高原鉄道 23.0 

津軽鉄道 20.7 

福島交通 9.2 

北
陸
信
越
運
輸
局

(14社)

●しなの鉄道 102.4

富山地方鉄道 100.7

●あいの風とやま鉄道 100.1 

●えちごトキめき鉄道 97.0 

●北越急行 59.5 

長野電鉄 33.2 

●のと鉄道 33.1 

北陸鉄道 20.6 

黒部峡谷鉄道 20.1 

●ＩＲいしかわ鉄道 17.8

アルピコ交通 14.4 

●万葉線 12.8

運輸局 事業者名
営業
キロ

北陸信越
運輸局

上田電鉄 11.6

●富山ライトレール 7.6

関
東
運
輸
局

(16社)

秩父鉄道 71.7 

関東鉄道 55.6 

●鹿島臨海鉄道 53.0 

●わたらせ渓谷鐵道 44.1 

●真岡鐵道 41.9 

小湊鉄道 39.1 

上信電鉄 33.7 

●野岩鉄道 30.7 

●いすみ鉄道 26.8 

富士急行 26.6 

上毛電気鉄道 25.4 

箱根登山鉄道 15.0 

●ひたちなか海浜鉄道 14.3 

江ノ島電鉄 10.0 

銚子電気鉄道 6.4 

流鉄 5.7 

中
部
運
輸
局

(20社)

●長良川鉄道 72.1 

●天竜浜名湖鉄道 67.7 

大井川鐵道 65.0 

養老鉄道 57.5 

●えちぜん鉄道 53.0 

三岐鉄道 48.0 

運輸局 事業者名
営業キ

ロ

中
部
運
輸
局

伊豆急行 45.7 

●愛知環状鉄道 45.3 

●樽見鉄道 34.5 

伊豆箱根鉄道 29.4 

●明知鉄道 25.1 

豊橋鉄道 23.4 

●伊勢鉄道 22.3 

福井鉄道 21.4 

遠州鉄道 17.8 

●伊賀鉄道 16.6 

東海交通事業 11.2 

静岡鉄道 11.0 

岳南電車 9.2 

●四日市あすなろう鉄道 7.0

近
畿
運
輸
局

(11社)

ＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ 114.0 

神戸電鉄 69.6 

近江鉄道 59.5 

阪堺電気軌道 18.7 

●信楽高原鐵道 14.7 

叡山電鉄 14.4 

和歌山電鐵 14.3 

●北条鉄道 13.6 

京福電気鉄道 11.0 

水間鉄道 5.5 

紀州鉄道 2.7 

運輸局 事業者名
営業
キロ

中
国
運
輸
局

(8社)

●智頭急行 56.1 

一畑電車 42.2 

●井原鉄道 41.7 

広島電鉄 35.1 

●錦川鉄道 32.7 

●若桜鉄道 19.2 

水島臨海鉄道 10.4 

岡山電気軌道 4.7 

四
国
運
輸
局

(5社)

●土佐くろしお鉄道 109.3 

高松琴平電気鉄道 60.0 

伊予鉄道 43.5 

●とさでん交通 25.3 

●阿佐海岸鉄道 8.5 

九
州
運
輸
局

(10社)

●肥薩おれんじ鉄道 116.9 

●松浦鉄道 93.8 

●平成筑豊鉄道 49.2 

島原鉄道 43.2 

●くま川鉄道 24.8

●南阿蘇鉄道 17.7 

筑豊電気鉄道 16.0 

●甘木鉄道 13.7 

熊本電気鉄道 13.1 

長崎電気軌道 11.5 

地域鉄道とは、一般に、新幹線、在来幹線、都市鉄道に該当する路線以外の鉄軌道路線のことを言う。地域鉄道事業者の運行主体は中小民鉄及び
第三セクターに分けられる。平成２９年４月１日現在で９６社(中小民鉄：４９社、第三セクター：４７社）

［●印：第三セクター］ 17



近年廃止された鉄軌道路線

○ 平成１２年度以降、全国で３９路線・ ７７１．１㎞の鉄軌道が廃止された。

【平成１２年度以降の全国廃止路線一覧】

北九州線 西日本鉄道 黒崎駅前～折尾 5.0 12.11.26

七尾線 のと鉄道 穴水～輪島 20.4 13.4.1

大畑線 下北交通 下北～大畑 18.0 13.4.1

揖斐線 名古屋鉄道 黒野～本揖斐 5.6 13.10.1

谷汲線 〃 黒野～谷汲 11.2 13.10.1

八百津線 〃 明智～八百津 7.3 13.10.1

竹鼻線 〃 江吉良～大須 6.7 13.10.1

河東線 長野電鉄 信州中野～木島 12.9 14.4.1

和歌山港線 南海電気鉄道 和歌山港～水軒 2.6 14.5.26

永平寺線 京福電気鉄道 東古市～永平寺 6.2 14.10.21

南部縦貫鉄道線 南部縦貫鉄道 野辺地～七戸 20.9 14.8.1

有田鉄道線 有田鉄道 藤並～金屋口 5.6 15.1.1

可部線 ＪＲ西日本 可部～三段峡 46.2 15.12.1

三河線 名古屋鉄道 碧南～吉良吉田 16.4 16.4.1

〃 〃 猿投～西中金 8.6 16.4.1

揖斐線 〃 忠節～黒野 12.7 17.4.1

岐阜市内線 〃 岐阜駅前～忠節 3.7 17.4.1

美濃町線 〃 徹明町～関 18.8 17.4.1

田神線 〃 田神～競輪場前 1.4 17.4.1

日立電鉄線 日立電鉄 常北太田～鮎川 18.1 17.4.1

能登線 のと鉄道 穴水～蛸島 61.0 17.4.1

12

13

14

15

16

17

年度 路線名 事業者名 区間
営業
キロ

営業廃止
年月日

年度

ふるさと銀河線 池田～北見 18.4.21

桃花台線 桃花台新交通 小牧～桃花台東 7.4 18.10.1

神岡線 神岡鉄道 19.9 18.12.1

くりはら田園鉄道 25.7 19.4.1

鹿島鉄道線 鹿島鉄道 石岡～鉾田 27.2 19.4.1

宮地岳線 西日本鉄道 9.9 19.4.1

高千穂線 高千穂鉄道 延岡～槙峰 29.1 19.9.6

島原鉄道線 島原鉄道 35.3 20.4.1

三木線 三木鉄道 三木～厄神 6.6 20.4.1

名古屋鉄道 1.2 20.12.27

高千穂線 高千穂鉄道 槇峰～高千穂 20.9 20.12.28

石川線 北陸鉄道 2.1 21.11.1

路線名 事業者名 区間
営業
キロ

営業廃止
年月日

北海道ちほく高原鉄道

モンキーパークモノレール線

18

19

20

猪谷～奥飛騨温泉口

石越～細倉マインパーク前

140.0

くりはら田園鉄道線

鶴来～加賀一の宮

島原外港～加津佐

犬山遊園～動物園

西鉄新宮～津屋崎

21

十和田観光電鉄線 十和田観光電鉄 十和田市～三沢 14.7 24.4.1

屋代線 長野電鉄 屋代～須坂 24.4 24.4.1

岩泉線 ＪＲ東日本 茂市～岩泉 38.4 26.4.1

江差線 ＪＲ北海道 木古内～江差 42.1 26.5.12

上町線 阪堺電気軌道 住吉～住吉公園 0.2 28.1.31

留萌線 ＪＲ北海道 留萌～増毛 16.7 28.12.5

24

【平成12年度以降の全国廃止路線長の推移（平成２９年４月１日時点）】
（キロ）

（年度）

26
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平成２９年４月１日現在
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地域鉄道におけるコスト構造上の課題

地域鉄道のコスト構造

ワンマン化・無人化による人件費の削減等により、相対
的に、施設保有に係る経費の占める割合が増加
昭和６０年度：約３８％⇒平成２８年度：約４６％

赤字事業者の割合

約８１％
（７８社）

約１９％
（１８社）

営業赤字

営業黒字

営業黒字

営業赤字

赤字事業者の割合
（H２８年度）

施設保有に係る経費を除い
た場合の収支状況（試算）

地域鉄道の収支状況は、全体の７５％が営業赤字であ
るが、施設保有に係る経費を除くと、全体の約８１％の
事業者が黒字になる。

その他の経費
（一般管理費等）

輸送に直接必要な経費（運輸費等）

施設保有に係る経
費（維持管理費、
減価償却費等）

地域鉄道（９６社）の平成２８年度決算より 地域鉄道（９６社）の平成２８年度決算より

７５％
（７２社）

２５％
（２４社）約４６％

約４４％

約１０％

19



交通政策基本法の概要

【国の責務】（第8条）
○基本理念にのっとり、交通に関する施策を総合的に策定し、実施する
○情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関する国民等の理解を深め、かつ、その協
力を得るよう努める

豊かな国民生活の実現

【地方公共団体の責務】（第9条）
○基本理念にのっとり、交通に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体
の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、実施する
○情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関する住民その他の者の理解を深め、か
つ、その協力を得るよう努める

【交通事業者等の責務】（第10条）
○基本理念の実現に重要な役割を有していることに鑑み、その業務を適切に行うよう努める
とともに、国又は地方公共団体が実施する交通に関する施策に協力するよう努める
○基本理念にのっとり、その業務を行うに当たって、当該業務に係る正確かつ適切な情報の
提供に努める

【国民等の役割】（第11条）
○基本理念についての理解を深め、その実現に向けて自ら取り組むことが出来る活動に主体
的に取り組むよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する交通に関する施策に協力
するよう努めることによって、基本理念の実現に積極的な役割を果たす

「交通政策基本計画」の閣議決定・実行（第15条）

【交通の果たす以下の機能の発揮】
・国民の自立した生活の確保
・活発な地域間交流･国際交流
・物資の円滑な流通

 国民等の交通に対する基本的需要の充足

基本的認識（第2条）

基本理念等(第2条～第7条) 関係者の責務(第８条～第１１条)

国際競争力の強化

地域の活力の向上

環境負荷の低減（第4条）

適切な役割分担と連携（第5条・第6条）

大規模災害への対応

交通安全対策基本法と相まって、本法案の交通
施策と十分に連携の上推進

交通機能の確保・向上（第3条）

交通の安全の確保（第7条）

関係者の連携・協力（第12条）

法制上、財政上の措置（第13条）

年次報告等（第14条）

国の施策（第16条～第31条）

○地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた交通に関する施策を、まちづく
りその他の観点を踏まえながら、当該施策相互間の連携及びこれと関連する施策との連携を
図りつつ、総合的かつ計画的に実施する

地方公共団体の施策(第32条)

20



地域公共交通活性化再生法の概要

地域公共交通網形成計画（地方公共団体が作成）

法律の特例措置等により計画の実現を後押し

地域公共交通活性化再生法の基本スキーム

基本方針 （国土交通大臣・総務大臣が策定）

地域公共交通特定事業
（地域公共交通網形成計画に事業実施を記載）

軌道運送高度化事業
（LRTの整備）

軌道運送高度化実施計画

道路運送高度化事業
（BRTの整備）

道路運送高度化実施計画

海上運送高度化事業
（海上運送サービス改善）

海上運送高度化実施計画

鉄道事業再構築事業
（鉄道の上下分離等）

鉄道事業再構築実施計画

鉄道再生事業
（廃止届出がなされた鉄道の維持）

鉄道再生実施計画

国土交通大臣が認定

地域公共交通再編事業
（公共交通ネットワークの再構築）

地域公共交通再編実施計画

国土交通大臣に届出

■ 地域公共交通の活性化及び再生の意義・目標

■ 地域公共交通網形成計画の作成に関する基本的な事項

■ 地域公共交通の活性化及び再生に関する事業の評価に関する基本的な事項 等

■ 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本的な方針

■ 区域・目標・計画期間

■ 実施事業・実施主体

■ 計画の達成状況の評価 等

協議会を開催し作成
（地方公共団体・交通事業者・
道路管理者・利用者・学識者等
から構成）

（事業者） （事業者）（事業者） （地方公共団体）（地方公共団体・事業者） （地方公共団体・事業者）

（事業者） （事業者）（事業者） （事業者）（事業者） （事業者）
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事 業 効 果

■営業の強化とソフト面での利便性向上
◇運賃全般の見直し

・企画乗車券の充実
・高齢者割引制度の導入
・運賃体系の見直し

◇地域との連携
・行政・沿線サポート団体との連携強化
・地域イベントとの連携強化
・「カー･セーブデー」の推進
・沿線企業、沿線学校の利用促進

◇利便性向上
・P＆R駐車場の充実
・終電の繰り下げ
・急行運行の見直し

◇サービス向上
・接客サービスの向上
・設備（駅・車両）改善

利用促進等

鉄道事業再構築事業の事例（福井鉄道）

国福井鉄道㈱
（一種鉄道事業者）

運 行

車両保有

福井市、鯖江市、
越前市（沿線３市）

土地保有

（千人）

○ 沿線企業・学校への利用促進活動等により輸送
人員が増加。特に、定期利用については約５割増加。

（H19） （H27）

輸送人員 １,６１２千人 → １,９８３千人 （２３％増）
うち定期 ６８０千人 → １,０１８千人 （５０％増）

○ マイレール意識が醸成され、行政・サポート団体・事
業者等の目線が一致したことで、協調して利用促進活
動を実施できるようになった。

維持管理

インフラ保有

鉄道用地の
無償貸付

鉄道用地を
有償譲渡

地域公共交確
保維持改善事
業費補助等

設備整
備費用
の補助

鉄道用地
取得費の
一部補助

福井県

年間輸送人員の推移

鉄道事業再構築事業による取組み
（計画期間：１０年間 平成２１年３月～平成３０年３月 ）

（サンドーム西駅
P＆R駐車場）

（低床式車両
FUKURAM）

厳しい経営環境の中、沿線自治体３市が福井鉄道から鉄道用地を取得し、同社へ無償で貸与することにより、同社
の資産保有に伴う費用負担の軽減を図るとともに、安全対策の強化や、地域の関係者による利用促進等を実施

1,612 1,606 1,640 
1,731 1,759 1,778 

1,901 1,934 1,983 

187 211 217 243 244 255 285 298 316

493 494 506 523 563 584 642 664 702

932 901 917 965 952 939 974 972 965

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
輸送人員 通勤定期 通学定期 定期外
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Ｓ６２ Ｓ６３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

三江線の輸送密度の推移

○平成28年1月～2月 ＪＲ西日本が沿線6市町住民に説明（沿線市町主催の住民説明会）

○平成28年2月～8月 ＪＲ三江線に関する検討会議（沿線６市町、ＪＲ西、島根県、広島県）を開催

期成同盟会（沿線6市町首長）を開催

○平成28年8月１日 期成同盟会よりＪＲ西日本へ鉄道存続の要望

○平成28年8月上旬 沿線6市町住民に説明（沿線市町主催の住民説明会）

○平成28年9月1日 ＪＲ西日本による三江線廃止表明

○平成28年9月23日 期成同盟会による三江線廃止の受け入れ表明

○平成28年9月30日 ＪＲ西日本による三江線の廃止の届出（平成30年4月1日廃止予定）

○平成28年11月～ 三江線沿線地域公共交通活性化協議会を開催（法定協議会）

○平成28年12月～ 三江線代替交通確保調整協議会を開催

※沿線６市町･･･広島県（三次市、安芸高田市）、島根県（江津市、美郷町、邑南町、川本町）

ＪＲ西日本 三江線（三次～江津間）の概要

江津

三江線

三次

至 備中神代

芸備線
福塩線

山陰線
浜原

広島県島根県

至 広島

・ 全線開業 ： 昭和50年8月31日
・ 営業 キロ ： 江津～三次 間

（ごうつ～みよし）
108.1㎞（35駅）

・ 鉄道施設 ： 単線・非電化
・ ： 昭和62年度（ＪＲ発足時）

→ 458人/日
平成27年度
→ 58人/日（▲87％）

【沿線概要】

１日１キロあたり
の平均利用者数

【これまでの経緯】

至 福山
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三江線活性化協議会での活性化事業（一部）

※三江線に関する「検討会議」資料

④
三
江
線
の
ぼ
り
旗
掲
出
・
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
っ
ぴ
制
作

③
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
マ
ッ
プ
作
成
・
イ
ベ
ン
ト
開
催

②
社
会
実
験
報
告
書
公
表
、
有
識
者
意
見
提
出

①
三
江
線
利
用
促
進
・
活
性
化
フ
ォ
ー
ラ
ムi

n

川
本
開
催

Ｈ
24
年
10
月
よ
り
増
便
社
会
実
験
（
バ
ス
）
を
実
施

沿線の人口減少・少子高齢化の進展等により、利用客が大きく減少する状況の中、三江線の活性化に向けて、沿線６市町・島根県・
住民代表・観光関係者・島根県立大学・当社など沿線地域及び関係機関が連携して取り組むことを目的に平成22年３月に設立。

平成22年度に「三江線沿線地域公共交通総合連携計画」を策定し、平成23年度から活性化に向けた取り組みを推進。

「
三
江
線
沿
線
の
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
実
施
中

沿
線
地
域
の
魅
力
をPR

し
沿
線
地
域
へ
の
来
訪
を
図
る

平
成
22
年
度

平
成
23
年
度

平
成
24
年
度

⑧
宇
都
井
駅
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｋ
Ａ
イ
ル
ミ
開
始

⑦
沿
線
の
地
域
資
源
、
食
を
活
用
し
た
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
実
施

⑥
石
見
川
本
駅
で
地
場
産
品
イ
ベ
ン
ト
「
弓
の
市
」
開
始

⑤
沿
線
7
駅
で
フ
ォ
ト-

レ
イ
ル
展
を
実
施

④
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用
（
三
江
線
ぶ
ら
り
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）
開
始

③
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ン
ス
ト
開
始

②
利
用
者
・
沿
線
住
民
の
意
見
の
聞
き
取
り
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施

①
活
性
化
事
業
メ
ニ
ュ
ー
を
検
討
す
る
た
め
調
査
事
業
を
実
施

平
成
22
年
3
月
三
江
線
活
性
化
協
議
会
設
立

⑩
総
合
時
刻
表
の
作
成
（
バ
ス
と
列
車
）

⑨
沿
線
の
地
域
資
源
、
食
を
活
用
し
た
イ
ベ
ン
ト
列
車
の
運
行

⑧
広
島
で
の
Ｐ
Ｒ
・
雑
誌
へ
の
紹
介
（
旅
の
手
帖
他
、
山
陰
旅
図
鑑
）

⑦
三
江
線
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ビ
デ
オ
作
成

⑥
定
期
的
な
意
見
交
換
会
の
開
始

⑤
三
江
線
関
連
グ
ッ
ズ
の
開
発
、
イ
ベ
ン
ト
参
加
者
へ
の
配
布

④
沿
線
マ
ッ
プ
の
作
成
、
設
置(

三
江
線
三
十
五
次
み
ど
こ
ろ
マ
ッ
プ)

③
回
数
券
補
助
制
度
・
イ
ベ
ン
ト
利
用
補
助
制
度
開
始

②
沿
線
の
団
体
・
学
校
・
事
業
所
等
へ
の
営
業
活
動
開
始

①
全
市
町
へ
の
三
江
線
活
性
化
窓
口
の
設
置

⑥
増
便
社
会
実
験
（
バ
ス
）
周
知
・
Ｐ
Ｒ
実
施

⑤
沿
線
市
町
別
旅
行
プ
ラ
ン
を
紹
介

④
駅
舎
へ
情
報
発
信
コ
ー
ナ
ー
設
置
・
三
江
線
か
わ
ら
ば
ん
発
刊

③
江
の
川
祭
り
に
三
江
線
臨
時
列
車
が
運
行

②
駅
舎
の
愛
称
名
募
集

①
沿
線
の
団
体
・
学
校
・
事
業
所
等
に
よ
る
利
用
促
進

⑩
か
わ
も
と
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
点
灯
式

⑨
川
本
町
「
春
夏
秋
冬
を
楽
し
む
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
秋
」
の
開
催

神
楽
・
グ
ル
メ
列
車(

沿
線
市
町
で
６
本
設
定
）
の
運
行

三
江
線
マ
イ
カ
ー
回
送
プ
ラ
ン
開
始

三
江
線
乗
車
特
典
付
与
実
施

絵
手
紙
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
コ
ン
ク
ー
ル
の
実
施

定
期
列
車
に
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
入
賞
作
品
提
出
実
施

神
楽
愛
称
駅
名
板
・
の
ぼ
り
の
設
置

⑧
神
楽
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施

⑦
増
便
社
会
実
験
（
バ
ス
）
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
実
施

※ 内は社会実験と同時期

Ｈ２２⑧ 宇都井駅ＩＮＡＫＡイルミ Ｈ２３⑨ イベント列車の運行 Ｈ２４⑧ 神楽ＣＰ 神楽愛称駅名板

平
成
25
年
度

平
成
26
年
度

平
成
27
年
度

活性化事業1年目 ２年目 ３年目 ４年目 最終年度

⑦
列
車
に
向
か
っ
て
手
を
振
ろ
う
の
取
り
組
み
開
始

⑥
景
観
確
保
対
策
（
支
障
竹
木
の
伐
採
）

⑤
Ｊ
Ｒ
三
江
線
Ｐ
Ｒ
ポ
ス
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
募
集

④｢

中
国
新
聞
チ
ュ
ー
ピ
ー
ま
つ
り･

島
根
ふ
る
さ
と
フ
ェ
ア
ー

｣

で
Ｐ
Ｒ

③
三
江
線
ラ
ッ
ピ
ン
グ
列
車
「
三
江
線
神
楽
号
」
運
行
開
始

②
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
大
会
と
の
連
携

①
神
楽
特
別
列
車
の
運
行

運
転
再
開
セ
レ
モ
ニ
ー
・
運
転
再
開
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

Ｈ２６③三江線神楽号Ｈ２５①活性化フォーラムin川本

調査事業

②
地
域
資
源
を
活
用
し
た
ツ
ア
ー
の
企
画

①
全
通
40
周
年
イ
ベ
ン
ト
開
催

エリア全体の持続可能な交通のあり方を勉強

ニーズ調査

鉄道＋バスで便数を２倍増も
前年度同時期の２割増に留まる

増便バス１便当たり３．７人

報告書の公表を契機に三
江線沿線の地域交通のあ
り方勉強会発足
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S62 H4 H9 H14 H19 H24 H27

札沼線（桑園･医療大学）

千歳線（白石･苫小牧）

函館線（札幌･岩見沢）

函館線（小樽･札幌）

<<凡例>> 輸送密度
500人未満

500～ 2,000
2,000～ 4,000
4,000～ 6,000
6,000～ 8,000
8,000～ 10,000

10,000～ 20,000
20,000人以上

営業キロ 2,464.2km

ＪＲ北海道を取り巻く経営環境の推移について

輸送密度４千人未満の線区が
営業キロ総延長の７１％を占めている。

札幌圏以外の路線では輸送密度が減少しており、
昭和６２年と比べて１／１０になった路線もある。

① 高規格幹線道路の供用延長

② 自動車の保有状況

③ 道内人口の推移

昭和62年度 167km ⇒ 平成28年度 1093km（約6.5倍）

昭和62年度 165万台 ⇒ 平成27年度 290万台（約1.8倍）

昭和62年度 566万人 ⇒ 平成26年度 544万人 （△ 4％）

平成26年度 544万人 ⇒ 平成47年度 446万人 （△18％）

ＪＲ北海道の線区別輸送密度（平成28年度） 輸送密度の推移 ①札幌圏の路線

輸送密度の推移 ②札幌圏以外の路線

国鉄改革当時からの事情の変化

38%
26%

7%
15%

1%
4%

6%

札幌圏では昭和６２年に比べて輸送密度が増加している。

(100%)

（割合）

0
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80

100

120

S62 H4 H9 H14 H19 H24 H27

根室線（帯広･釧路）

宗谷線（名寄･稚内）

留萌線（深川･増毛）

日高線（苫小牧･様似）

札沼線（医療大学･新十津川）

石勝線（新夕張･夕張）

209

143
139

67

42

36

26
23

10

（推計）

270

稚内

名寄

夕張

東室蘭
室蘭

中小国

木古内

苫小牧

旭川

東釧路

滝川

帯広

富良野岩見沢

新得

新夕張
沼ノ端

上川

根室

網走

釧路

函館

長万部

新十津川

札幌

小樽

南千歳

様似

新千歳空港

桑園

北海道医療大学

深川留萌

新函館北斗

3%
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ＪＲ北海道単独では維持困難な線区について

稚内

名寄

北見

網走

根室

釧路

帯広

旭川

新旭川

東釧路

富良野

新得

室蘭

東室蘭

深川

滝川

留萌

新十津川

北海道
医療大学

小樽
桑園

札幌

岩見沢

夕張

新夕張南千歳

新千歳空港

追分

沼ノ端

苫小牧

鵡川

様似

長万部

森

大沼

七飯

五稜郭

函館

新函館北斗

新青森

○名寄-稚内
（▲25億円）

○釧路-根室
（▲11億円）

○東釧路-網走
（▲16億円）

○新旭川-網走
（▲36億円）

○富良野-新得
（▲10億円）

○深川-留萌
（▲7億円）

○医療大学-新十津川
（▲4億円）

○旭川-名寄
（▲21億円）

○富良野-旭川
（▲10億円）

○滝川-富良野
（▲12億円）

○沼ノ端-岩見沢
（▲11億円）

○函館-長万部
（▲50億円）

○帯広-釧路
（▲33億円）

○苫小牧－鵡川
（▲4億円）
※平成26年度実績

○鵡川－様似
（▲11億円）
※平成26年度実績

○新夕張-夕張
（▲2億円）

○長万部-小樽
（▲22億円）

（単位：億円）

※管理費を含む（単位未満四捨五入）
※日高線は平成26年度実績

区 分 平成27年度
営業損失

輸送密度200人未満
の線区

２０

輸送密度200人以上
2,000人未満の線区

１２５

既に話し合いを
始めている線区

１３

小 計 １５８

北海道高速鉄道開発
関連線区 ５４

合 計 ２１２

運営赤字とは別に老朽土木構造物の維持更新
費用として今後２０年間で必要な費用

（輸送密度200人未満の線区）

札沼線
北 海 道
医 療大 学 － 新 十津 川 ６

根室線 富 良 野 － 新 得 ２２

留萌線 深 川 － 留 萌 ３０

合 計 ５８

（単位：億円）

※台風災害の復旧費用は含まず

※

輸送密度200人未満(片道100人未満)の線区

輸送密度200人以上2,000人未満の線区

既に「持続可能な交通体系のあり方」について

話し合いを始めている線区

〃 （方向性が出た線区）

JR北海道単独では維持することが困難な線区

（１３線区・１,２３７.２km）

持続可能な交通体系とするためにバス等への転換について
相談を開始します

鉄道を維持する仕組みについて相談を開始します

当社単独で維持可能な線区

北海道高速鉄道開発㈱関連線区

北海道新幹線（平成42年度末までに札幌開業）

北海道新幹線札幌開業に伴う経営分離区間

JR北海道単独で維持可能な線区 等

※輸送密度は平成27年度実績基準

当面はJR北海道で維持していきますが、線区を持続的に維
持するために北海道高速鉄道開発㈱との関連で検討します

経営分離されるまでの間、施設のスリム化などに取り組み
効率的な運営を行います

（１１線区・１,１５０.７km）

平成28年11月JR北海道発表資料より作成
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地方鉄道を巡る課題

○ 地方部の鉄道は、長期的な輸送人員の減少等により経営が厳しく、また、
施設保有に係る経費が収支を圧迫するコスト構造上の問題も存在。

○ こうした中、様々な利用促進の取組を行ってもなお、路線存続の危機に瀕す
る場合が発生。

○ 地域の公共交通は、地方公共団体を中心に、地域の関係者があるべき姿を
検討することが重要だが、実際には、地方公共団体側の担い手不足があった
り、鉄道の場合、沿線自治体が複数になるため、自治体間の調整にも時間を要
することがある。
※A県では、県が事務局となり鉄道の維持・活性化策を検討しているが、沿線市の職員は、他業務と
兼務しているため、実態は、ほとんど県が事務を行っている。

※公有民営型上下分離方式など、自治体側で地域の鉄道を支える枠組みを検討する場合、沿線自
治体が多数あると調整に時間を要する。

地方鉄道は、地域住民の生活路線であるとともに、観光振興・地域活
性化の基盤としても重要な役割を果たしており、厳しい状況において
も、地域が主体的に鉄道の維持・活性化に向けた取組を促進していく
ことが必要。 27
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